
 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則及び建設

労働者の雇用の改善等に関す

る法律施行規則の一部を改正

する省令案要綱 

  

資料 No.1-1 
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別
紙

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱

（
職
業
安
定
局
関
係
）

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

労
働
移
動
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

再
就
職
支
援
奨
励
金
を
再
就
職
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
と
し
、
受
入
れ
人
材
育
成
支
援
奨
励
金
を
早
期
雇
入
れ
支
援
コ

(一)
ー
ス
奨
励
金
及
び
人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
と
し
、
キ
ャ
リ
ア
希
望
実
現
支
援
助
成
金
（
生
涯
現
役
移
籍
受
入
れ

支
援
）
を
廃
止
し
、
キ
ャ
リ
ア
希
望
実
現
支
援
助
成
金
（
移
籍
人
材
育
成
支
援
）
を
移
籍
人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス
奨
励

金
と
す
る
こ
と
。

再
就
職
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
の
改
正

(二)

再
就
職
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
求
職
活
動
等
の
た
め
の
休
暇
を
付
与
し
た
計
画
対
象
被
保
険
者

又
は
支
援
書
対
象
被
保
険
者
の
離
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
再
就
職
を
実
現
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し
た
場
合
に
、
当
該
事
業
主
に
対
す
る
助
成
額
に
つ
い
て
対
象
者
一
人
に
つ
き
十
万
円
を
加
算
し
て
支
給
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

早
期
雇
入
れ
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
及
び
人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
の
改
正

(三)
イ

早
期
雇
入
れ
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
に
つ
い
て
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
を
行
い
、
か

つ
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
計
画
対
象
被
保
険
者
又
は
支
援
書
対
象
被
保
険
者
に
係
る
最
初
の
賃
金
支
払
日
（
ロ
及
び

ロ
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
に
、
職
業
安
定
局

（四）長
が
定
め
る
目
標
を
達
成
し
た
事
業
主
に
対
し
、
二
十
万
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
に
つ
い
て
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対

し
て
訓
練
を
実
施
し
た
事
業
主
に
対
す
る
助
成
額
に
つ
い
て
、
当
該
訓
練
に
要
し
た
経
費
等
の
上
限
額
を
四
十
万
円

に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
計
画
対
象
被
保
険
者
又
は
支
援
書
対
象
被
保
険
者
に
係
る
基
準
日

か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
に
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
を
達
成
し
た
事
業
主
に

対
す
る
助
成
額
を
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
。

(イ)

(ハ)

当
該
訓
練
に
要
し
た
経
費
等
の
合
計
額
（
五
十
万
円
を
上
限
と
す
る
。
）

(イ)
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当
該
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。
）
期
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
労
働
時
間
数
に
千
百

(ロ)
円
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
訓
練
（
座
学
等
を
除
く
。
）
の
実
施
時
間
数
に
千
円
を
乗
じ
て
得
た
額

(ハ)移
籍
人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
の
改
正

（四）
イ

移
籍
人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
に
つ
い
て
、
移
籍
出
向
に
よ
り
雇
い
入
れ
た
労
働
者
に
対
し
て
訓
練
を
実
施

し
た
事
業
主
に
対
す
る
助
成
額
を
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
。

(イ)

(ハ)

当
該
訓
練
に
要
し
た
経
費
等
の
合
計
額
（
三
十
万
円
（
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に

(イ)
係
る
者
に
対
す
る
訓
練
に
あ
っ
て
は
、
四
十
万
円
）
を
上
限
と
す
る
。
）

当
該
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。
）
期
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
労
働
時
間
数
に
九
百

(ロ)
円
（
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
訓
練
に
あ
っ
て
は
、
千
円
）
を
乗

じ
て
得
た
額

当
該
訓
練
（
座
学
等
を
除
く
。
）
の
実
施
時
間
数
に
八
百
円
（
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
雇

(ハ)
入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
訓
練
に
あ
っ
て
は
、
九
百
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
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ロ

イ
の
支
給
を
受
け
た
事
業
主
が
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
に
係
る
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
月
に
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
を
達
成
し
た
場
合
の
助
成
額
を
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る

(イ)

(ハ)

額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
。

当
該
訓
練
に
要
し
た
経
費
等
の
合
計
額
（
五
十
万
円
を
上
限
と
す
る
。
）

(イ)

当
該
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。
）
期
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
労
働
時
間
数
に
千

(ロ)
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
訓
練
（
座
学
等
を
除
く
。
）
の
実
施
時
間
数
に
千
円
を
乗
じ
て
得
た
額

(ハ)中
途
採
用
拡
大
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
の
創
設

（五）

中
途
採
用
拡
大
コ
ー
ス
奨
励
金
は
、
イ
に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、
ロ
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

イ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
て
、
中
途
採
用
に
よ
り
雇
い
入
れ
る
者
の
雇
用
管
理
制
度
の
整
備
及
び
採
用
の
拡

(イ)
大
等
の
取
組
に
係
る
計
画
（

に
お
い
て
「
中
途
採
用
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(ロ)
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中
途
採
用
計
画
に
基
づ
き
、
中
途
採
用
に
よ
り
雇
い
入
れ
る
者
に
新
規
学
卒
者
等
と
同
一
の
雇
用
管
理
制
度
（

(ロ)
募
集
及
び
採
用
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
事
業
主
で
あ
つ
て
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
を
達
成
し
た
又
は

四
十
五
歳
以
上
の
者
を
初
め
て
中
途
採
用
に
よ
り
雇
い
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

事
業
所
の
労
働
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
職
業
安
定
局
長
、
職
業
能
力
開
発
局
長
及
び
雇
用
均
等

(ハ)
・
児
童
家
庭
局
長
が
定
め
る
要
件
（
以
下
「
生
産
性
要
件
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の

又
は

に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該

又
は

に
定
め
る
額

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

中
途
採
用
率
に
係
る
目
標
を
達
成
し
た
事
業
主

五
十
万
円

(イ)

四
十
五
歳
以
上
の
者
を
初
め
て
中
途
採
用
に
よ
り
雇
い
入
れ
た
事
業
主

六
十
万
円

(ロ)

二

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
制
度
の
改
正

高
年
齢
者
雇
用
安
定
助
成
金
を
六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
に
統
合
す
る
こ
と
。

(一)

作
業
環
境
の
改
善
又
は
雇
用
管
理
制
度
の
整
備
等
の
雇
用
環
境
整
備
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
、
措
置
の
実

(二)
施
に
要
し
た
費
用
の
額
（
雇
用
管
理
制
度
の
整
備
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
要
し
た
費
用
の
額
を
三
十
万
円
と
み
な

す
。
）
の
合
計
額
の
百
分
の
四
十
五
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
百
分
の
六
十
）
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
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は
百
分
の
六
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
百
分
の
七
十
五
）
）
に
相
当
す
る
額
（
対
象
被
保
険
者
の
数
に
二

十
八
万
五
千
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
三
十
六
万
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
一
千
万
円
の
い
ず
れ
か
低

い
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
い
ず
れ
か
低
い
額
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
ほ
か
、
五
十
歳
以
上
で
定
年
年
齢
未
満
の
有
期
契
約
労
働
者
を
無
期
雇
用
労
働
者
に
転
換
さ
せ
た
事
業
主
に
対

(三)

(二)
す
る
支
給
に
つ
い
て
、
生
産
性
要
件
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成
金
を
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー
ス
助
成
金
と
し
、
高
年
齢
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金

（一）
を
生
涯
現
役
コ
ー
ス
奨
励
金
と
し
、
生
活
保
護
受
給
者
等
雇
用
開
発
助
成
金
を
生
活
保
護
受
給
者
等
雇
用
開
発
コ
ー
ス

助
成
金
と
し
、
発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
雇
用
開
発
助
成
金
を
廃
止
し
、
発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
雇

用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
を
創
設
し
、
被
災
者
雇
用
開
発
助
成
金
を
被
災
者
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
と
し
、
障
害
者
初

回
雇
用
奨
励
金
を
廃
止
し
、
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
と
し
て
障
害
者
初
回
雇
用
コ
ー
ス
奨

励
金
を
創
設
す
る
こ
と
。

長
期
不
安
定
雇
用
者
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
の
創
設

(二)
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イ
に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
、
ロ
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

三
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
求
職
者
で
あ
っ
て
、
雇
入
れ
の
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
十
年
間
に
五
回
以

上
離
職
又
は
転
職
（
一
般
被
保
険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
限
る
。
）
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
を
、
公

共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
の
紹
介
に
よ
り
、
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
た
事
業
主

ロ

雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
五
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
六
十
万
円
）

四

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
制
度
の
改
正

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
を
一
般
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
と
し
、
障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
を
廃
止
し
、

障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
を
創
設
し
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
と
す
る
こ
と
。

五

地
域
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

地
域
雇
用
開
発
奨
励
金
を
地
域
雇
用
開
発
コ
ー
ス
奨
励
金
と
し
、
沖
縄
若
年
者
雇
用
促
進
奨
励
金
を
沖
縄
若
年
者
雇

(一)
用
促
進
コ
ー
ス
奨
励
金
と
す
る
こ
と
。

地
域
雇
用
開
発
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
の
改
正

(二)

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
四
条
第
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一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
及
び
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の

維
持
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
つ
い
て
、
雇
用
情
勢
に
か
か
わ

ら
ず
、
地
域
雇
用
開
発
コ
ー
ス
奨
励
金
の
対
象
地
域
と
す
る
こ
と
。

六

通
年
雇
用
奨
励
金
制
度
の
改
正

通
年
雇
用
奨
励
金
を
通
年
雇
用
助
成
金
と
す
る
こ
と
。

七

（
略
）

八

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

職
場
定
着
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

（一）
イ

介
護
福
祉
機
器
助
成
コ
ー
ス
の
改
正

介
護
福
祉
機
器
助
成
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、

当
該
介
護
福
祉
機
器
の
導
入
及
び
運
用
に
要
し
た
費
用
の
額
の
百

(イ)
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
（
百
五
十
万
円
を
上
限
と
す
る
。
）
に
見
直
す
こ
と
。

介
護
福
祉
機
器
の
導
入
及
び
運
用
に
係
る
計
画
期
間
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

(ロ)
に
お
け
る
離
職
率
に
係
る
目
標
を
達
成
し
た
事
業
主
に
対
し
、

当
該
介
護
福
祉
機
器
の
導
入
及
び
運
用
に
要
し
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た
費
用
の
額
の
百
分
の
二
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
の
場
合
は
、
百
分
の
三
十
五
）
に
相
当
す
る
額

（
百
五
十
万
円
を
上
限
と
す
る
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

雇
用
管
理
制
度
助
成
コ
ー
ス
、
介
護
労
働
者
雇
用
管
理
制
度
助
成
コ
ー
ス
及
び
保
育
労
働
者
雇
用
管
理
制
度
助
成

コ
ー
ス
に
生
産
性
要
件
を
設
定
す
る
こ
と
。

九

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
の
改
正
（
人
材
育
成
コ
ー
ス
を
除
く
。
）

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
は
、
正
社
員
化
コ
ー
ス
助
成
金
、
賃
金
規
定
等
改
定
コ
ー
ス
助
成
金
、
健
康
診
断
制
度
コ

(一)
ー
ス
助
成
金
、
賃
金
規
定
等
共
通
化
コ
ー
ス
助
成
金
、
諸
手
当
制
度
共
通
化
コ
ー
ス
助
成
金
及
び
短
時
間
労
働
者
労
働

時
間
延
長
コ
ー
ス
助
成
金
と
す
る
こ
と
。

正
社
員
化
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(二)

正
社
員
化
コ
ー
ス
助
成
金
に
つ
い
て
、
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
の
区
分
に
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社

員
又
は
短
時
間
正
社
員
へ
の
転
換
を
含
め
る
こ
と
と
し
、
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社
員
又
は
短
時
間
正
社

員
に
係
る
区
分
を
廃
止
す
る
こ
と
。

諸
手
当
制
度
共
通
化
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
創
設

(三)
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諸
手
当
制
度
共
通
化
コ
ー
ス
助
成
金
と
し
て
、
労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す

る
有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
手
当
に
係
る
労
働
条
件
を
決
定
す
る
た
め
の
制
度
で
あ

っ
て
、
通
常
の
労
働
者
と
共
通
の
も
の
を
整
備
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
当
該
制
度
に
基
づ
き
、
有
期
契
約
労

働
者
等
に
対
し
て
当
該
手
当
を
支
払
っ
た
事
業
主
に
対
し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
規
定
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

生
産
性
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合

二
十
八
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
、
三
十
八
万
円
）

ロ

生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合

三
十
六
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
、
四
十
八
万
円
）

選
択
的
適
用
拡
大
導
入
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
創
設

(四)

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
選
択
的
適
用
拡
大
導
入
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
と
し
て
、
そ
の
雇

用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
等
（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
、
そ
の
賃
金
を
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
前
の
賃
金
と
比
べ
て
一
定
の
割
合
以

上
で
増
額
す
る
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
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定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

生
産
性
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
賃
金
の
増
額
の
割
合
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ

(イ)

(ホ)

ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額

三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
四
千
二
百
五
十
円
（
中
小
企
業
事
業

(イ)
主
の
場
合
は
、
一
万
九
千
円
）

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
二
万
八
千
五
百
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場

(ロ)
合
は
、
三
万
八
千
円
）

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
三
万
三
千
二
百
五
十
円
（
中
小
企
業
事
業
主

(ハ)
の
場
合
は
、
四
万
七
千
五
百
円
）

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
五
万
七
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合

(ニ)
は
、
七
万
六
千
円
）

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

対
象
者
一
人
に
つ
き
七
万
千
二
百
五
十
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
、
九
万
五

(ホ)
千
円
）
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ロ

生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
賃
金
の
増
額
の
割
合
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

(イ)

(ホ)

れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額

三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
一
万
八
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は

(イ)
、
二
万
四
千
円
）

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
三
万
六
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は

(ロ)
、
四
万
八
千
円
）

七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
四
万
二
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は

(ハ)
、
六
万
円
）

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

対
象
者
一
人
に
つ
き
七
万
二
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合

(ニ)
は
、
九
万
六
千
円
）

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

対
象
者
一
人
に
つ
き
九
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
、
十
二
万
円
）

(ホ)短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(五)

短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長
コ
ー
ス
助
成
金
の
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
暫
定
措
置
に
つ
い
て
、
被



- 13 -

保
険
者
で
な
い
有
期
契
約
労
働
者
等
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
一
時
間
以
上
五
時
間
未
満
延
長
す
る
と
と
も
に
、

に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
て
も
、
助
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(四)
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
に
つ
い
て
、
生
産
性
要
件
を
設
定
す
る
こ
と
。

(六)
十

障
害
者
雇
用
促
進
等
助
成
金
制
度
の
改
正

障
害
者
雇
用
安
定
奨
励
金
を
障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
と
し
、
障
害
者
職
場
復
帰
支
援
助
成
金
を
廃
止
し
、
障
害
者

(一)
雇
用
安
定
助
成
金
に
統
合
す
る
こ
と
。

障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
制
度
の
改
正

(二)
イ

障
害
者
職
場
定
着
支
援
コ
ー
ス
の
創
設

障
害
者
職
場
定
着
支
援
コ
ー
ス
は
、
職
場
定
着
支
援
計
画
を
作
成
し
、
か
つ
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

(イ)

(ヘ)

の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
、
次
の
と
お
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

柔
軟
な
時
間
管
理
・
休
暇
付
与

(イ)

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
に
対
し
、
通
院
に
よ
る
治
療
等
の
た
め
の
有
給
休
暇
の
付
与
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

の
変
更
そ
の
他
の
当
該
障
害
者
の
障
害
の
特
性
に
配
慮
し
た
職
場
へ
の
定
着
に
資
す
る
雇
用
管
理
の
措
置
を
講
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じ
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
六
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
八
万
円
）
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

短
時
間
労
働
者
の
勤
務
時
間
延
長

(ロ)

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、

(ⅰ)
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
三
十
時
間
以
上
と
す
る
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
三

十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
四
十
万
円
）
（
重
度
障
害
者
等
の
場
合
は
四
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業

主
の
場
合
は
五
十
四
万
円
）
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、

(ⅱ)
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
二
十
時
間
以
上
三
十
時
間
未
満
と
す
る
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者

一
人
に
つ
き
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
十
万
円
）
（
重
度
障
害
者
等
の
場
合
は
二
十
万
円
（

中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
十
七
万
円
）
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
三
十
時
間
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る

(ⅲ)
。
）
に
対
し
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
三
十
時
間
以
上
と
す
る
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
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一
人
に
つ
き
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
十
万
円
）
（
重
度
障
害
者
等
の
場
合
は
二
十
万
円
（

中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
十
七
万
円
）
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

正
規
・
無
期
転
換

(ハ)

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
（
有
期
契
約
労
働
者
に
限
る
。
）
を
通
常
の
労
働
者
、
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務

(ⅰ)
限
定
正
社
員
又
は
短
時
間
正
社
員
に
転
換
し
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
六
十
七
万
五
千
円
（
中

小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
九
十
万
円
）
（
重
度
障
害
者
等
の
場
合
は
九
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は

百
二
十
万
円
）
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
（
有
期
契
約
労
働
者
に
限
る
。
）
を
無
期
契
約
労
働
者
に
転
換
（
一
週
間
の
所
定
労

(ⅱ)
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
し
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
三
十
三
万
円

（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
四
十
五
万
円
）
（
重
度
障
害
者
等
の
場
合
は
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主

の
場
合
は
六
十
万
円
）
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
（
無
期
契
約
労
働
者
に
限
る
。
）
を
通
常
の
労
働
者
、
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務

(ⅲ)
限
定
正
社
員
又
は
短
時
間
正
社
員
に
転
換
し
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
三
十
三
万
円
（
中
小
企
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業
事
業
主
の
場
合
は
四
十
五
万
円
）
（
重
度
障
害
者
等
の
場
合
は
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は

六
十
万
円
）
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

職
場
支
援
員
の
配
置
等

(ニ)

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
の
業
務
の
遂
行
に
関
す
る
必
要
な
援
助
又
は
指
導
の
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
職
場

(ⅰ)
支
援
員
の
配
置
又
は
委
託
を
行
っ
た
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
の
数
に
、
一
月
に
つ
き
、
三
万
円
（
中
小
企
業

事
業
主
の
場
合
は
四
万
円
）
（
短
時
間
労
働
者
の
場
合
は
一
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
万
円

）
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
の
業
務
の
遂
行
に
関
す
る
必
要
な
援
助
又
は
指
導
の
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
職
場

(ⅱ)
支
援
員
の
委
嘱
を
行
っ
た
事
業
主
に
対
し
、
委
嘱
の
回
数
に
、
一
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

職
場
復
帰
支
援

(ホ)

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
う
ち
、
そ
の
雇
入
れ
後
に
、
そ
の
障
害
に
よ
り
、
一
箇
月
以
上
の
療
養
及
び
職
場
適

応
措
置
が
必
要
と
さ
れ
た
障
害
者
に
対
す
る
職
場
適
応
措
置
を
実
施
し
、
当
該
措
置
に
係
る
障
害
者
を
継
続
し
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て
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
月
額
四
万
五
千
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
月

額
六
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

社
内
理
解
の
促
進

(ヘ)

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
障
害
者
就
労
支
援
講
習

(ⅰ)

（イ）

（ホ）

を
受
講
さ
せ
る
事
業
主
に
対
し
、
職
場
定
着
支
援
計
画
の
初
日
か
ら
六
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
お
い

て
当
該
障
害
者
就
労
支
援
講
習
に
要
し
た
経
費
に
応
じ
て
、
二
万
円
か
ら
九
万
円
ま
で
の
額
（
中
小
企
業
事
業

主
の
場
合
は
三
万
円
か
ら
十
二
万
円
ま
で
の
額
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

障
害
・
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
制
度
助
成
コ
ー
ス
の
創
設

障
害
・
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
制
度
助
成
コ
ー
ス
は
、
障
害
・
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
計
画
を
作
成
し
、

か
つ
、
そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
又
は
反
復
継
続
し
て
治
療
を
行
う
必
要
が
あ
る
傷
病
を
負
つ
た
労
働
者
に
対
す
る
治

療
等
の
た
め
の
休
暇
の
付
与
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
の
支
援
に
資
す
る
措
置
を
講
じ
た
事

業
主
に
対
し
、
十
万
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
障
害
者
多
数
雇
用
施
設
設
置
等
助
成
金
制
度
の
改
正

（三）
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地
域
の
障
害
者
雇
用
の
促
進
に
資
す
る
取
組
等
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
重
度
障
害
者
等
を
継
続
し
て
雇
用
す
る

労
働
者
と
し
て
新
規
に
五
人
以
上
雇
用
し
、
当
該
雇
入
れ
後
に
お
い
て
雇
用
し
て
い
る
重
度
障
害
者
等
で
あ
る
労
働
者

の
数
が
十
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
対
象
施
設
の
設
置
等
に
千
五
百
万
円
以
上
要
し
た
中
小
企
業
事
業
主
に
対
し
、
一

千
万
円
を
支
給
す
る
助
成
を
新
た
に
創
設
す
る
こ
と
。

十
一

生
涯
現
役
起
業
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

雇
用
創
出
の
た
め
の
募
集
及
び
採
用
並
び
に
教
育
訓
練
に
関
す
る
計
画
の
期
間
に
新
た
に
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者

と
し
て
雇
い
入
れ
る
者
に
つ
い
て
定
め
る
数
を
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

六
十
歳
以
上
の
者

一
人

（一）

四
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者

二
人

（二）

四
十
歳
未
満
の
者

三
人
（
四
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
を
一
人
新
た
に
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇

(三)
い
入
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
人
）

十
二

人
事
評
価
改
善
等
助
成
金
の
創
設

生
産
性
向
上
に
資
す
る
人
事
評
価
制
度
及
び
賃
金
制
度(

以
下
こ
の

及
び

に
お
い
て
「
人
事
評
価
制
度
等
」
と
い

（一）

（一）

（二）
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う
。)

の
整
備
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を
受
け
、
労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
整
備
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
人
事
評
価
制
度
等
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
が
生
じ
た
事
業
主
に
対

し
、
五
十
万
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
支
給
を
受
け
た
事
業
主
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
八
十
万
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）

（一）
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(イ)

人
事
評
価
制
度
等
に
基
づ
く
最
初
の
賃
金
支
払
日
（

に
お
い
て
「
実
施
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月

(ロ)

(ハ)

の
賃
金
支
払
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
に
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
を
達
成

し
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

実
施
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
を
達
成
し
て

(ハ)
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

十
三

（
略
）

十
四

（
略
）

十
五

（
略
）
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十
六

障
害
者
職
業
能
力
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

障
害
者
職
業
能
力
開
発
訓
練
の
事
業
を
行
う
事
業
主
等
に
対
す
る
助
成
額
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

の
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

重
度
障
害
者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
障
害
者
職
業
能
力
開
発
訓
練
の
受
講
を
修
了
し
た
も
の
又
は
当
該
障
害
者
職
業
能

（一）
力
開
発
訓
練
が
終
了
す
る
日
前
に
就
職
し
た
こ
と
、
就
職
す
る
こ
と
が
約
さ
れ
た
こ
と
若
し
く
は
自
営
業
者
と
な
っ
た

こ
と
を
理
由
と
し
て
当
該
障
害
者
職
業
能
力
開
発
訓
練
を
受
講
す
る
こ
と
を
取
り
や
め
た
も
の

当
該
障
害
者
職
業
能
力
開
発
訓
練
を
修
了
し
た
日
又
は
当
該
障
害
者
職
業
能
力
開
発
訓
練
を
受
講
す
る
こ
と
を
取
り

（二）
や
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
被
保
険
者
（
日
雇
労
働
被
保
険
者
を
除
く
。
以

下

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
っ
た
者
、
被
保
険
者
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と
が
約
さ
れ
た
者
又
は
事
業
主
と
な
っ
た
者

（二）

十
七

（
略
）

第
二

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
制
度
の
改
正

六
十
五
歳
へ
の
定
年
引
上
げ
等
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
対
し
、
次
の
と
お
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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六
十
五
歳
へ
の
定
年
引
上
げ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主

(一)
イ

措
置
を
講
じ
た
事
業
主
に
一
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
六
十
歳
以
上
の
被
保
険
者
（
以
下
「
対
象
被
保

険
者
」
と
い
う
。
）
が
二
人
以
下
の
事
業
主

三
十
万
円
（
引
き
上
げ
た
定
年
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場

合
は
二
十
万
円
）

ロ

対
象
被
保
険
者
が
三
人
以
上
九
人
以
下
の
事
業
主

百
万
円
（
引
き
上
げ
た
定
年
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主

の
場
合
は
二
十
五
万
円
）

ハ

対
象
被
保
険
者
が
十
人
以
上
の
事
業
主

百
二
十
万
円
（
引
き
上
げ
た
定
年
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場

合
は
三
十
万
円
）

六
十
六
歳
以
上
ま
で
の
定
年
の
引
上
げ
又
は
定
年
の
定
め
の
廃
止
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主

(二)
イ

対
象
被
保
険
者
が
二
人
以
下
の
事
業
主

四
十
万
円
（
定
年
を
引
き
上
げ
た
事
業
主
の
う
ち
引
き
上
げ
た
定
年
の

年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
二
十
五
万
円
）

ロ

対
象
被
保
険
者
が
三
人
以
上
九
人
以
下
の
事
業
主

百
二
十
万
円
（
定
年
を
引
き
上
げ
た
事
業
主
の
う
ち
引
き
上

げ
た
定
年
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
三
十
万
円
）
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ハ

対
象
被
保
険
者
が
十
人
以
上
の
事
業
主

百
四
十
五
万
円
（
定
年
を
引
き
上
げ
た
事
業
主
の
う
ち
引
き
上
げ
た
定

年
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
三
十
五
万
円
）

六
十
六
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
年
齢
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主

(三)
イ

対
象
被
保
険
者
が
二
人
以
下
の
事
業
主

二
十
万
円
（

の
措
置
を
講
じ
る
前
の
定
年
又
は
継
続
雇
用
制
度
に
お

(三)

い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
の
い
ず
れ
か
高
い
年
齢
か
ら
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
の
継
続
雇
用
制
度
に
お
い
て
設

定
し
た
年
齢
の
上
限
ま
で
の
年
数
が
四
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
十
万
円
）

ロ

対
象
被
保
険
者
が
三
人
以
上
九
人
以
下
の
事
業
主

六
十
万
円
（

の
措
置
を
講
じ
る
前
の
定
年
又
は
継
続
雇
用

(三)

制
度
に
お
い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
の
い
ず
れ
か
高
い
年
齢
か
ら
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
の
継
続
雇
用
制
度
に

お
い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
ま
で
の
年
数
が
四
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
十
五
万
円
）

ハ

対
象
被
保
険
者
が
十
人
以
上
の
事
業
主

七
十
五
万
円
（

の
措
置
を
講
じ
る
前
の
定
年
又
は
継
続
雇
用
制
度
に

(三)

お
い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
の
い
ず
れ
か
高
い
年
齢
か
ら
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
の
継
続
雇
用
制
度
に
お
い
て

設
定
し
た
年
齢
の
上
限
ま
で
の
年
数
が
四
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
二
十
万
円
）

七
十
歳
以
上
の
年
齢
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主

(四)
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イ

対
象
被
保
険
者
が
二
人
以
下
の
事
業
主

二
十
五
万
円
（

の
措
置
を
講
じ
る
前
の
定
年
又
は
継
続
雇
用
制
度
に

(四)

お
い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
の
い
ず
れ
か
高
い
年
齢
か
ら
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
の
継
続
雇
用
制
度
に
お
い
て

設
定
し
た
年
齢
の
上
限
ま
で
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
十
五
万
円
）

ロ

対
象
被
保
険
者
が
三
人
以
上
九
人
以
下
の
事
業
主

八
十
万
円
（

の
措
置
を
講
じ
る
前
の
定
年
又
は
と
継
続
雇

(四)

用
制
度
に
お
い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
の
い
ず
れ
か
高
い
年
齢
か
ら
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
の
継
続
雇
用
制
度

に
お
い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
ま
で
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
二
十
万
円
）

ハ

対
象
被
保
険
者
が
十
人
以
上
の
事
業
主

九
十
五
万
円
（

の
措
置
を
講
じ
る
前
の
定
年
又
は
と
継
続
雇
用
制
度

(四)

に
お
い
て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
の
い
ず
れ
か
高
い
年
齢
か
ら
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
の
継
続
雇
用
制
度
に
お
い

て
設
定
し
た
年
齢
の
上
限
ま
で
の
年
数
が
五
年
未
満
の
事
業
主
の
場
合
は
二
十
五
万
円
）

二

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
の
改
正

三
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
奨
励
金
を
廃
止
し
、
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
と
し
て
三

(一)
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
コ
ー
ス
奨
励
金
を
創
設
す
る
。

三
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
コ
ー
ス
奨
励
金
の
創
設

(二)



- 24 -

イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
、
ハ
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
、
地
方
運
輸
局
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業

(イ)
者
等
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行
っ
た
事
業

主
で
あ
る
こ
と
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
第
一

条
に
規
定
す
る
学
校
（
幼
稚
園
及
び
小
学
校
を
除
く
。
）
、
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校

、
学
校
教
育
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
若
し
く
は
学
校
若
し
く
は
専
修
学
校
に
相
当
す
る

外
国
の
教
育
施
設
を
卒
業
し
、
若
し
く
は
退
学
し
た
者
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
を
退
学
し

た
者
を
除
く
。
）
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
七
第
一
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
施

設
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
若
し
く
は
当
該
施
設
を
退
校
し
た
者

（
以
下
「
第
一
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
を
行
っ
た
場
合
（

第
一
号
対
象
者
が
卒
業
若
し
く
は
退
学
又
は
修
了
若
し
く
は
退
校
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と

も
三
年
間
応
募
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
。
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の
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
に
応
募
し
た
第
一
号
対
象
者
で
あ
っ
て
、

の
卒
業
若
し
く
は
退
学

(ロ)

(イ)

(イ)

又
は
修
了
若
し
く
は
退
校
後
に
お
い
て
、
同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
雇
入
れ
の
日
か
ら
引
き
続
い
て
十
二
箇

月
間
以
上
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
通
常
の
労
働
者
と
し
て
初
め
て
雇
い
入
れ
た

事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

高
等
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
、
地
方
運
輸
局
若
し
く
は
職
業
紹
介

(イ)
事
業
者
等
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
高
等
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行

っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
高
等
学

校
を
退
学
し
た
者
（
以
下
「
第
二
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集

を
行
っ
た
場
合
（
第
二
号
対
象
者
が
退
学
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で
き
る

場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
。

の
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
に
応
募
し
た
第
二
号
対
象
者
で
あ
っ
て
、

の
退
学
後
に
お
い
て
、

(ロ)

(イ)

(イ)

同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
雇
入
れ
の
日
か
ら
引
き
続
い
て
十
二
箇
月
間
以
上
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
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れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
通
常
の
労
働
者
と
し
て
初
め
て
雇
い
入
れ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ハ

次
の

及
び

に
定
め
る
額
（
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
の

(イ)

(ロ)

場
合
は
、
次
に
定
め
る
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
の
支
給
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円

加
算
）イ

の
雇
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
三
十
五
万
円
（

(イ)

(ロ)

中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
五
十
万
円
）
、
二
十
四
箇
月
又
は
三
十
六
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
、
中
小
企
業
事

業
主
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円

ロ

の
雇
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
四
十
万
円
（
中

(ロ)

(ロ)

小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
六
十
万
円
）
、
二
十
四
箇
月
又
は
三
十
六
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
、
中
小
企
業
事
業

主
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円

第
三

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

技
能
実
習
コ
ー
ス
の
改
正

(一)
イ

雇
用
す
る
建
設
労
働
者
に
技
能
実
習
（
建
設
労
働
者
の
技
能
の
向
上
の
た
め
の
実
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
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受
講
さ
せ
た
建
設
事
業
主
並
び
に
中
小
建
設
事
業
主
団
体
及
び
そ
の
連
合
団
体
に
対
す
る
経
費
助
成
額
を
、
次
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
。

中
小
建
設
事
業
主
（
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
数
が
二
十
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
場
合

当
該
技
能
実
習

(イ)
に
要
し
た
経
費
の
額
の
四
分
の
三
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
十
分
の
九
）
に
相
当
す
る
額

中
小
建
設
事
業
主
（

に
規
定
す
る
中
小
建
設
事
業
主
を
除
く
。
）
の
場
合

当
該
技
能
実
習
に
要
し
た
経
費

(ロ)

(イ)

の
額
の
五
分
の
三
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
四
分
の
三
）
に
相
当
す
る
額

中
小
建
設
事
業
主
団
体
及
び
そ
の
連
合
団
体
の
場
合

当
該
技
能
実
習
に
要
し
た
経
費
の
額
の
五
分
の
四
に
相

(ハ)
当
す
る
額

女
性
労
働
者
に
技
能
実
習
を
受
講
さ
せ
た
建
設
事
業
主
（
中
小
建
設
事
業
主
を
除
く
。
）
の
場
合

当
該
技
能

(ニ)
実
習
に
要
し
た
経
費
の
額
の
二
十
分
の
九
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
五
分
の
三
）
に
相
当
す
る
額

ロ

雇
用
す
る
建
設
労
働
者
に
技
能
実
習
を
受
講
さ
せ
た
中
小
建
設
事
業
主
に
対
す
る
賃
金
助
成
額
を
、
次
の
と
お
り

と
す
る
こ
と
。

中
小
建
設
事
業
主
（
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
数
が
二
十
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
場
合

対
象
者
一
人
に

(イ)
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つ
き
、
一
日
当
た
り
七
千
六
百
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
九
千
六
百
円
）

中
小
建
設
事
業
主
（

に
規
定
す
る
中
小
建
設
事
業
主
を
除
く
。
）
の
場
合

対
象
者
一
人
に
つ
き
、
一
日
当

(ロ)

(イ)

た
り
六
千
六
百
五
十
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
八
千
四
百
円
）

ハ

被
災
三
県
（
岩
手
県
、
宮
城
県
又
は
福
島
県
）
に
所
在
す
る
事
業
所
の
中
小
建
設
事
業
主
（
雇
用
保
険
の
被
保
険

者
数
が
二
十
一
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
技
能
実
習
の
経
費
助
成
額
を
、
当
該
技
能
実
習
に
要
し
た
経

費
の
額
の
五
分
の
四
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
。

雇
用
管
理
制
度
助
成
コ
ー
ス
の
改
正

(二)
イ

助
成
対
象
事
業
主
を
建
設
事
業
主
か
ら
中
小
建
設
事
業
主
と
す
る
こ
と
。

ロ

職
場
定
着
支
援
助
成
金
に
お
け
る
雇
用
管
理
制
度
整
備
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
の

翌
日
か
ら
一
年
経
過
後
の
入
職
率
及
び
入
職
者
数
に
係
る
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
目
標
値
を
達
成
し
た
中
小
建
設

事
業
主
に
対
す
る
助
成
額
を
、
五
十
七
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
七
十
二
万
円
）
と
す
る
こ
と
。

ハ

計
画
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
三
年
経
過
後
の
入
職
率
及
び
入
職
者
数
に
係
る
ロ
に
規
定
す
る
目
標
値
を
達
成
し

、
計
画
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
三
年
経
過
後
の
離
職
率
が
計
画
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
一
年
経
過
後
の
離
職
率
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以
下
で
あ
る
中
小
建
設
事
業
主
（
ロ
の
支
給
を
受
け
た
中
小
建
設
事
業
主
に
限
る
。
）
に
対
し
、
八
十
五
万
五
千
円

（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
百
八
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

若
年
・
女
性
労
働
者
向
け
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
コ
ー
ス
の
創
設

(三)

求
職
者
を
建
設
労
働
者
（
三
十
五
歳
以
上
の
建
設
労
働
者
に
あ
っ
て
は
女
性
労
働
者
に
限
る
。
）
と
し
て
試
行
的
に

雇
い
入
れ
、
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
中
小
建
設
事
業
主
に
対
し
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
、
一
月
当

た
り
四
万
円
（
三
月
を
限
度
と
す
る
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

及
び

の
他
、
認
定
訓
練
コ
ー
ス
（
賃
金
助
成
）
、
登
録
基
幹
技
能
者
の
処
遇
向
上
支
援
助
成
コ
ー
ス
、
若
年
者

(四)

(一)

(二)

及
び
女
性
に
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
事
業
コ
ー
ス
（
建
設
事
業
主
に
対
す
る
助
成
に
限
る
。
）
及
び
女
性
専
用
作
業
員

施
設
設
置
助
成
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
生
産
性
要
件
を
設
定
す
る
こ
と
。

第
四

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。
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三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


